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船舶事故調査報告書 

 

  令和３年１月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和元年１１月５日 ０７時００分ごろ 

発生場所 熊本県熊本市河内
か わ ち

港西方沖 

 河内灯台から真方位２８４°１,８００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５０.０′ 東経１３０°３３.７′） 

事故の概要  漁船朝光
ちょうこう

丸は、漁船第六朝光
ちょうこう

丸と共に養殖施設に係留中、漁船第

三朝光
ちょうこう

丸は、作業船（船名なし）をえい
．．

航して右回頭中、第六朝光

丸に移乗していた朝光丸の甲板員が第六朝光丸と作業船との間に左手

小指を挟まれて負傷した。   

事故調査の経過  令和元年１２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 朝光丸、６.６トン 

   ＫＭ２－１３６５（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.６４ｍ（Lr）×３.０９ｍ×１.１９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４２１kＷ（動力漁船登録票による）、平成１

０年１０月１８日 

Ｂ 漁船 第六朝光丸、０.９トン 

   ＫＭ３－６０９９６（漁船登録番号）、個人所有 

   ４.３７ｍ（Lr）×３.０８ｍ×０.７０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（動力漁船登録票による）、

平成２０年１０月１日 

Ｃ 漁船 第三朝光丸、１.３トン 

   ＫＭ３－４９９４７（漁船登録番号）、個人所有 

   ７.７０ｍ（Lr）×２.０１ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、６０kＷ（動力漁船登録票による）、

昭和５８年１０月１８日 

Ｄ 作業船 （船名なし）、総トン数なし 

   なし、個人所有 

   約３.００ｍ×約１.５０ｍ×約０.４５ｍ、ＦＲＰ 

   機関なし、不詳  

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 
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   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１０年７月３０日 

    免許証交付日 平成２９年７月３１日 

           （令和５年７月２９日まで有効） 

  甲板員Ａ 男性 ４６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成７年２月２３日 

    免許証交付日 令和元年６月１９日 

           （令和７年２月２２日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ５１歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２年１０月４日 

    免許証交付日 平成３１年１月２２日 

           （令和６年２月１２日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか１人が乗り組み、Ｂ船をえい
．．

航

し、また、Ｃ船は、船長Ｃ及び甲板員（以下「甲板員Ｃ」という。）

が乗り組み、Ｄ船をえい
．．

航し、のり網の展開作業を行う目的で、令和

元年１１月５日０５時１５分ごろ河内港を出港し、０５時２０分ごろ

同港西方沖ののり
．．

養殖施設に到着して作業を開始した。 

船長Ａは、０７時少し前、Ａ船の操舵室の操縦席で操船し、Ｂ船を

えい
．．

航して次に作業を行う養殖施設（以下「本件施設」という。）に

移動し、Ａ船の船首を北に向けて本件施設の南東角部に係留した後、

操縦席でＡ船の機関を停止した。 

 甲板員Ａ及びＡ船のもう１人の甲板員は、展開する網の整理を行う

目的でＢ船に移乗した。 

 Ｃ船は、船長Ｃが、右舷船尾部で船外機を操作し、Ｄ船をえい
．．

航し

て本件施設の南西角部に係留するつもりで、本件施設南方の水路を約

３～４ノットの対地速力で西進していた。 

船長Ｃは、Ｃ船がＢ船の南方４～５ｍ付近を通過しようとしていた

頃、突然甲板員ＣからＡ船に朝食を届けたいのでＡ船に接舷して欲し

い旨を依頼され、慌てて船外機を操作して右舵を取った。 

 船長Ｃは、Ｃ船がＢ船に並んだ頃、Ｄ船がＢ船に接近するのが分か

ったが、どうすることもできずに航行を続けた。 

 甲板員Ａは、Ｂ船の船尾部に接近してくるＤ船を認め、Ｄ船が空船

であったので衝突しないように押し返せると思い、Ｂ船船尾部で中腰

になってＤ船の右舷外板を両手で押していたところ、予想外にＤ船に
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押され、０７時００分ごろＢ船の左舷外板とＤ船の右舷外板との間に

左手小指を挟まれた。 

 船長Ａは、機関を停止して間もなく、船尾方から異音がしたので振

り返ったところ、左手を押さえてうずくまっている甲板員Ａを認め、

甲板員Ａの負傷状況を確認した後、１１９番通報して救急車を要請し

た。 

 甲板員Ａは、Ａ船により河内港に運ばれ、救急車で病院に搬送され

た後、左小指手指不全切断と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ Ｂ船及びＤ船の接近状況概

略図、付図３ Ｂ船及びＤ船の接触状況概略図、写真１ Ａ船、写

真２ Ｂ船、写真３ Ｃ船、写真４ Ｄ船 参照） 

 その他の事項 甲板員Ａは、１０月から翌年４月までののり
．．

養殖期間中に、また、

船長Ｃは、地元ではえ
．．

縄漁に従事する傍ら、のり養殖繁忙期に、それ

ぞれ作業員として４年前から船長Ａに雇用されていた。 

Ｃ船は、Ｄ船の船首部外板に取り付けられた長さ約６ｍのロープ

（化学繊維製、直径約１０㎜）を右舷船尾部のたつに掛け、Ｄ船をえ
．

い
．
航していた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

     

船長Ａは、ふだん、作業員に対し、船と船の間には手を入れないよ

うに注意をしていた。 

 船長Ｃは、Ａ船に向けて右舵を取る際、Ｂ船との距離を十分に隔

て、大回りして航行すればよかったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｃ なし 

 Ｃ船は、本件施設南方の水路において、Ｄ船をえい
．．

航し、船長Ｃが

本件施設に係留中のＡ船に向けてＢ船の至近で右舵を取って回頭中、

Ｄ船がＢ船の船尾部に接近した際、Ｂ船船尾部にいた甲板員Ａが、Ｄ

船の右舷外板を両手で押していたことから、予想外にＤ船に押され、

Ｂ船の左舷外板とＤ船の右舷外板との間に左手小指を挟まれて負傷し

たものと推定される。 

 甲板員Ａは、Ｂ船に接近するＤ船が空船であったことから、Ｄ船を

たつ 

Ｃ船 

Ｄ船 

ロープ 

図１ Ｃ船のＤ船えい
．．

航状況 
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両手で押し返せると思い、Ｄ船の右舷外板を押したものと考えられ

る。 

船長Ｃは、Ｃ船がＢ船の南方を通過しようとしていた際、急に甲板

員ＣからＡ船への接舷を依頼されたことから、Ｂ船の至近で右舵を取

ったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ｃ船が、本件施設南方の水路において、Ｄ船をえい
．．

航

し、船長ＣがＢ船の至近で右舵を取って回頭中、Ｄ船がＢ船の船尾部

に接近した際、Ｂ船船尾部にいた甲板員Ａが、Ｄ船の右舷外板を両手

で押していたため、Ｄ船に押されてＢ船の左舷外板とＤ船の右舷外板

との間に左手小指を挟まれたことにより発生したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・自船に他船が接近して来た場合、船舶と船舶との間に手を挟まれ

ないよう手で押そうとしないこと。 

・作業船をえい
．．

航しながら転舵する場合、周囲の船舶や施設との距

離を十分に隔てること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

付図２ Ｂ船及びＤ船の接近状況概略図 
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付図３ Ｂ船及びＤ船の接触状況概略図 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        写真１ Ａ船             写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｃ船            写真４ Ｄ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ロープ 

Ｃ船 

Ｂ船 

Ｄ船 

甲板員Ａ 


